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【起点】

 起点は、対象地最北端の

 座標値(X=-43915.464 Y=-2866.575)とする。

【格子の回転角度(56度17分47.68秒)】

 格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び

 南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10m

 間隔で引いた線により構成されている格子を、

 起点を中心として、右回りに回転させた角度を示す。

【凡例】

：単位区画

：事業敷地

：今回調査範囲

：形質変更時要届出区域
(この告示により指定する区域)

（規則第58条第5項第12号に該当する区域）

別図

※上記座標は、測量法(昭和24年法律第188号)の

 規定により、世界測地系座標計算によって作成した。

江東区青海三丁目地先

点名 X座標 Y座標
起点 -43915.464 -2866.575
1 -44144.466 -2939.583
2 -44123.499 -2908.149
3 -44131.819 -2902.600
4 -44152.796 -2934.050
5 -44101.304 -2874.872
6 -44082.286 -2846.360
7 -44090.605 -2840.811
8 -44109.623 -2869.323
9 -44169.456 -2922.985
10 -44165.104 -2916.460
11 -44181.742 -2905.362
12 -44170.644 -2888.723
13 -44162.325 -2894.272
14 -44156.776 -2885.953
15 -44148.457 -2891.502
16 -44137.359 -2874.864
17 -44153.998 -2863.766
18 -44126.253 -2822.170
19 -44142.891 -2811.072
20 -44139.124 -2805.424
21 -44147.445 -2799.877
22 -44156.759 -2813.842
23 -44140.121 -2824.940
24 -44194.283 -2906.141
25 -44259.360 -2733.387
26 -44254.100 -2725.500
27 -44257.278 -2723.291
28 -44259.545 -2723.546
29 -44263.214 -2721.142
30 -44267.679 -2727.838
31 -44271.280 -2725.436
32 -44274.133 -2729.728
33 -44278.878 -2726.605
34 -44281.548 -2730.608
35 -44273.228 -2736.157

：形質変更時要届出区域
(令和6年東京都告示第619号により指定した区域)

（規則第58条第5項第12号に該当する区域）

：全体調査範囲
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選
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理
事
長
　
栗
　
岡
　
祥
　
一

選
挙
区

定
数

当
選
人
氏
名

所
属

第
三
区

一

山
本
　
陽
太

東
京
消
防
庁
人
事
部
厚
生

課

東
京
都
職
員
共
済
組
合
組
合
会
の
招
集
に
つ
い
て

令
和
六
年
度
第
一
回
東
京
都
職
員
共
済
組
合
組
合
会
を
次
の
と
お

り
招
集
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長
　
栗
　
岡
　
祥
　
一

一

日
時

令
和
六
年
六
月
二
十
五
日
　
午
後
三
時
十
五
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
　
東
京
都
庁
第
一
本

庁
舎
北
塔
三
十
七
階
　
職
員
共
済
組
合
大
会
議
室

三

議
事

第
一
号
議
案

令
和
五
年
度
決
算
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

箱
根
路
開
雲
の
利
用
料
金
の
改
定
に
つ

い
て
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